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税務訴訟資料 第２６１号－１２９（順号１１７１９） 

名古屋地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号、平成●●年（○○）第●●号 消費税等の更正処

分等取消請求事件 

国側当事者・国（名古屋中村税務署長事務承継者千種税務署長） 

平成２３年７月２１日棄却・控訴 

 

判 決 

原告         Ａ株式会社 

同代表者代表取締役  甲 

同訴訟代理人弁護士  髙木 修 

同          伊神 喜弘 

同補佐人税理士    市川 卋德 

被告         国 

同代表者法務大臣   江田 五月 

           名古屋中村税務署長事務承継者 

処分行政庁      千種税務署長 

           中村 光義 

同指定代理人     早川 充 

同          浅野 真哉 

同          坂上 公利 

同          米村 忠司 

同          伊藤 利孝 

 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求の趣旨 

１ 平成●●年（○○）第●●号事件（以下「●●号事件」という。） 

 名古屋中村税務署長が、原告に対し、平成１９年１１月２８日付けでした平成１８年４月１日

から平成１９年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告

加算税の賦課決定処分を取り消す。 

２ 平成●●年（○○）第●●号事件（以下「●●号事件」という。） 

 処分行政庁が、原告に対し、平成２０年１２月２２日付けでした平成１９年４月１日から平成

２０年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の

賦課決定処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、中華人民共和国（以下「中国」という。）を仕向地とする国際航空貨物の運送に関わ
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る役務の提供を主たる業務とする原告が、平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの

課税期間（以下「本件課税期間１」という。）及び同年４月１日から平成２０年３月３１日まで

の課税期間（以下「本件課税期間２」という。また、本件課税期間１及び本件課税期間２を併せ

て「本件各課税期間」という。）の消費税及び地方消費税（以下、併せて「消費税等」という。）

について、処分行政庁（本件課税期間１分は名古屋中村税務署長）に対し、それぞれ還付を受け

るための確定申告をしたところ、処分行政庁（本件課税期間１分は名古屋中村税務署長）から、

いずれも更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから、これらの各処分の取消し

を求める事案である。 

２ 関係法令の定め 

 関係法令の定めは、別紙記載のとおりである。 

 このうち、消費税の課税と輸出取引に係る免税及び航空運送事業と貨物利用運送事業に関する

法令の定めにつき、要点を摘記すると、次のとおりである。 

(1) 消費税の課税と輸出取引に係る免税について 

ア 消費税の課税 

 消費税法（平成１９年法律第２０号による改正前のもの。以下同じ。）４条１項は、「国内

において事業者が行う課税資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する」と規定し

ている。その課税要件は、①国内における取引であること、②事業者が事業として行うもの

であること、③対価を得て行われるものであること、④資産の譲渡、貸付け及び役務の提供

であることであり、これらすべてに該当することが必要である。「課税資産の譲渡等」とは、

「資産の譲渡等」（同法２条１項８号）のうち、同法６条１項の規定により消費税を課さな

いこととされるもの以外のものをいい（同法２条１項９号）、この課税資産の譲渡等の対価

の額が消費税の課税標準とされている（同法２８条１項本文）。 

 したがって、課税資産の譲渡等があれば、その対価については、原則として消費税が課さ

れることになる。 

イ 輸出取引に係る消費税の免税 

 一方、消費税法は、消費税が国内において消費される物品やサービスについて負担を求め

る性格の税であることから、輸出取引については消費税を免除することとしている（同法７

条１項）。 

 免税とされる輸出取引は、同法７条１項各号において定められており、そのうち、同項３

号では、「国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信」

が規定され、また、同項５号の「前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定

めるもの」との規定を受けた消費税法施行令（平成２２年政令第５４号による改正前のもの。

以下「施行令」という。）１７条２項４号により、「外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑

定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」が規定されており、この役務の提供に

は、関税法（平成２０年法律第５号による改正前のもの。以下同じ。）２９条に規定する指

定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域（「指定保税地域等」と呼称されて

いる。）における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係る役務の提供を含

むとされている。これらの規定は、消費税を免除するにとどめる規定であって、課税対象か

ら除外する非課税規定（消費税法２条１項９号、６条参照）ではない。 

(2) 航空運送事業と貨物利用運送事業について 
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 航空法（平成２０年法律第７５条による改正前のもの。以下同じ。）上、航空運送事業とは、

「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業」をいい（同法２

条１７項）、「航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなら

ない」とされている（同法１００条１項）。 

 また、同法所定の航空運送事業を経営する者は、貨物利用運送事業法（平成２０年法律第７

５号による改正前のもの。以下同じ。）上、航空運送事業者とされ（同法２条３項）、航空運送

事業者の行う貨物の運送を「実運送」といい、運送事業者の実運送に係る運送を利用してする

貨物の運送を「利用運送」という（同条１項）。そして、同法においては、貨物利用運送事業

は、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業とに分類されている。①第一種貨物利

用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用

運送事業以外のものをいい、②第二種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、運

送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係

る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業をいう（同法２条

６項ないし８項）。第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登

録を受けなければならず、第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、同大臣の許可を

受けなければならないものとされている（同法３条１項、２０条）。そして、これらの規定に

違反して貨物利用運送事業を経営した者は懲役若しくは罰金に処し、又はこれを併科するもの

とされている（同法６０条１号、６２条１号）。 

３ 前提事実（以下の事実は、当事者間に争いのない事実並びに弁論の全趣旨及び後掲の証拠から

容易に認定できる事実である。） 

(1) 当事者等 

ア 原告 

 原告は、旅行業法に基づく旅行業、損害保険代理店業、航空貨物代理店業等を目的として

昭和５３年２月２７日に設立された株式会社であり、平成１９年１１月６日、その本店所在

地を名古屋市中村区内から同市名東区内に移転し、同月１２日にその旨の登記をした。 

 原告は、航空法上の航空運送事業の経営に係る許可、貨物利用運送事業法上の第一種貨物

利用運送事業の経営に係る登録、第二種貨物利用運送事業の経営に係る許可をいずれも受け

ていない。 

イ 原告の取引航空会社 

 原告の業務は、そのほとんどが中国を仕向地とする国際航空貨物の運送に関わる役務の提

供であり、本件各課税期間において、Ｂ（以下「Ｂ」という。）、Ｃ（以下「Ｃ」という。）

及びＤ（以下、「Ｄ」といい、Ｂ及びＣと併せて「本件各航空会社」という。）の各日本国内

支店（以下、順次「Ｂ国内支店」、「Ｃ国内支店」及び「Ｄ国内支店」といい、これらの各支

店を併せて「本件各国内支店」という。）と取引をしていた。 

ウ 処分行政庁 

 原告が平成１９年１１月１２日に本店所在地を名古屋市中村区内から同市名東区内に移

転登記をしたことに伴い、納税地も異動し、処分行政庁は、従前の納税地を所轄する名古屋

中村税務署長からその事務を承継した。ただし、当該移転に係る「異動届出書」の提出が同

年１２月２１日であったため、後記(5)ア(イ)のとおり、本件課税期間１分の消費税等の更

正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は、国税通則法（以下「通則法」という。）３０
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条２項の規定により、旧納税地を所轄する名古屋中村税務署長によって行われた。 

(2) 航空貨物の代理店等による取引の概要 

ア 利用航空運送事業者と航空運送代理店事業者について 

 航空貨物に係る代理店等の事業者は、その事業内容により、利用航空運送事業者と航空運

送代理店事業者に分けられる（乙１２、１３）。 

(ア) 利用航空運送事業者 

 利用航空運送事業者とは、航空貨物に関する利用運送事業者をいい、一般に「混載業者」

と呼称されている（「混載貨物専門業者」、「フォワーダー」とも呼ばれる。以下「混載業

者」という。）。混載業者は、航空会社からあらかじめ貨物スペースを確保し、各荷送人か

ら集荷した貨物をまとめて、その貨物スペースに混載しており、各荷送人から収受した運

賃と航空会社へ支払う運賃との差額を利益としている。混載業者は、荷送人から荷受人ま

で利用運送を行っており、貨物利用運送事業法上の第二種貨物利用運送事業者として、国

土交通大臣の許可を受ける必要がある。 

(イ) 航空運送代理店事業者 

 航空運送代理店事業者とは、航空会社の運送契約締結の代理を行う事業者で、荷送人か

ら航空貨物輸送案件を受注し、その都度、航空会社に取り次いでいる（「航空貨物代理店」

と呼ばれることもある。）。具体的には、航空会社の運送約款、規則、運賃率表、スケジュ

ールに準拠して、航空運送状の発行、航空運賃の授受、航空会社への貨物の搬入の手配等

を行い、さらに、搬入された貨物がそのまま航空運送に適した状態・条件に適うような積

付けを行うことまで責任を持つ業者であり、航空会社から運賃の一部を手数料として受け

取っている。なお、航空運送代理店事業を行うには、航空法に基づき、国土交通大臣への

届出が必要であり（同法１３３条１項）、大手の混載業者は航空運送代理店事業者を兼ね

ている。 

イ 航空会社が起用する代理店について 

 航空会社が、特定の地域における旅客や貨物の営業販売等を他の航空会社や代理業者に委

託する場合において、その委託を受ける業者には、次のような業態がある（乙１１）。 

(ア) ＧＳＡ（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｓａｌｅｓ Ａｇｅｎｔ） 

 ＧＳＡは、「総販売代理店」、「貨物総代理店」、「貨物総販売代理店」などとも呼ばれる

代理業者であり、航空会社から、特定地域に限定して旅客や貨物の営業販売などを包括的

に委託されるものである。ＧＳＡ業務に特化した企業もあれば、航空会社が他の航空会社

のＧＳＡになることもある。ＧＳＡは、航空会社の営業所と同様に、指定地域での販売資

料の配布、宣伝広報活動、予約取扱業務など航空貨物の販売を行うとともに、当該地域内

の販売店の売上金の収受といった代理店の統括業務を行うほか、コンサルティング、関係

省庁・団体との調整、貨物の積付け指示などの空港業務を行うこともある。ＧＳＡは、委

託契約上の特定地域においては独占的な契約であるため、同一地域においてＧＳＡが複数

起用されることはあり得ない。 

(イ) ＣＳＡ（Ｃａｒｇｏ Ｓａｌｅｓ Ａｇｅｎｔ） 

 ＣＳＡは、「指定販売代理店」とも呼ばれている代理業者であり、航空会社やＧＳＡか

らの営業販売の下請業者を指している。そのため、委託地域において独占的な位置付けに

あるＧＳＡとは異なり、委託する航空会社側は一地域において複数のＣＳＡを起用するこ
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とも可能である。ＣＳＡは、中国系や旧共産圏の航空会社によって多数起用されており、

航空会社の営業スタッフが少ない部分をＣＳＡで補っている。 

ウ 航空貨物の運送契約等 

 航空貨物の運送契約は、次の直送貨物による場合と混載貨物による場合とに分けられる

（乙１３、１６）。 

(ア) 直送貨物による場合 

 荷送人が代理店を通じ、あるいは直接航空会社に対し運送を委託する場合は、荷送人と

航空会社との間で直接の運送契約による運送（実運送）が行われる（当該貨物は「直送貨

物」と呼ばれている。）。 

(イ) 混載貨物による場合 

 荷送人と航空会社との間に混載業者が介在する場合には、まず、個々の荷送人と混載業

者との間で、混載業者の運送約款に基づき個々の貨物を対象とする運送契約を行い、その

際、混載業者は、運送契約の締結・運送人による貨物の引受け（受領）の事実等を証する

証拠証券である航空運送状（エア・ウェイビル。「ＡＷＢ」と略称されることがある。な

お、混載業者が発行する航空運送状は、「ハウス・エア・ウェイビル」と呼ばれている。）

を発行、交付して個々の荷送人から貨物の運送（利用運送）を引き受ける。次いで、混載

業者は、航空会社との間で、混載された貨物（「混載貨物」と呼ばれている。）を対象とし

た運送契約を航空会社の約款に従って締結し、航空会社が発行する航空運送状（「マスタ

ー・エア・ウェイビル」と呼ばれている。）の交付を受けて混載貨物の運送（実運送）を

委託する。 

(3) 国際航空旅客輸送におけるいわゆるキックバックの取扱い 

 いわゆるキックバックとは、①販売奨励金、②スケールメリット、③季節割引、④広告宣伝

補助金等種々の名称の下に授受される金銭であり、旅行業者と航空運送事業者との間で旅行業

法２条に規定する業務の遂行に伴い航空運送事業者から旅行業者に支払われるもののうち、正

規の手数料以外のものを総称する業界用語である。 

 国際航空旅客輸送については、正規の手数料の外にいわゆるキックバックと称して授受され

るものがあるが、このキックバックについては、社団法人Ｇ協会会長名による平成４年１１月

３０日付けの照会文書で、旅行業者及び航空運送事業者のいずれもこれを免税取引に係る対価

の返還に該当するものとして取り扱って差し支えないかが照会され、これに対し、国税庁課税

部消費税課長名の同年１２月１０日付け回答文書により、平成５年１月１日以後に授受される

ものから照会どおり取り扱って差し支えない旨回答がされており、当該取扱いは、国際航空旅

客輸送に限らず、国際航空貨物輸送についても同様とされている。（甲９ないし１１。以下、

当該取扱いを「キックバック取扱い」という。）。 

(4) 原告と本件各国内支店及び混載業者との取引 

 原告は、本件各課税期間において、本件各国内支店及び混載業者との間で、混載業者が発注

した外国貨物を本件各国内支店が仕向地まで運送する業務に関する取引（以下「本件取引」と

いう。）を行った。 

(5) 課税等の経緯 

ア ●●号事件について 

(ア) 原告は、法定申告期限内である平成１９年５月３１日付けで、名古屋中村税務署長に
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対し、本件課税期間１の消費税等について、別表１の「確定申告」欄のとおり記載した確

定申告書（以下「本件確定申告書１」という。）を提出した。 

(イ) 名古屋中村税務署長は、平成１９年１１月２８日付けで、別表１の「更正処分及び賦

課決定処分」欄のとおり、本件課税期間１分の消費税等の更正処分（以下「本件更正処分

１」という。）及び過少申告加算税の賦課決定処分（以下、「本件賦課決定処分１」といい、

本件更正処分１と併せて「本件各処分１」という。）をした。 

(ウ) 原告は、本件各処分１を不服として、平成１９年１２月２０日付けで、処分行政庁に

対し、別表１の「異議申立て」欄のとおり異議申立てをしたが、処分行政庁は、同年３月

１８日付けで、これを棄却するとの決定をした（甲３）。 

(エ) 原告は、上記決定を不服として、平成２０年４月１４日、国税不服審判所長に対し、

別表１の「審査請求」欄のとおり審査請求をしたが、同所長は、同年１１月１８日付けで、

これを棄却するとの裁決をした（甲４）。 

(オ) 原告は、平成２１年５月１４日、本件各処分１の取消しを求める訴えを、当庁に提起

した。 

イ ●●号事件について 

(ア) 原告は、法定申告期限内である平成２０年６月２日付けで、処分行政庁に対し、本件

課税期間２の消費税等について、別表２の「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書（以

下「本件確定申告書２」という。）を提出した。 

(イ) 処分行政庁は、平成２０年１２月２２日付けで、別表２の「更正処分及び賦課決定処

分」欄のとおり、本件課税期間２分の消費税等の更正処分（以下「本件更正処分２」とい

う。）及び過少申告加算税の賦課決定処分（以下、「本件賦課決定処分２」といい、本件更

正処分２と併せて「本件各処分２」という。また、本件各処分１及び本件各処分２を併せ

て「本件各処分」という。）をした。 

(ウ) 原告は、本件各処分２を不服として、平成２１年１月１３日付けで、処分行政庁に対

し、別表２の「異議申立て」欄のとおり異議申立てをしたが、処分行政庁は、同年３月５

日付けで、これを棄却するとの決定をした（●●号事件甲４）。 

(エ) 原告は、上記決定を不服として、平成２１年４月３日、国税不服審判所長に対し、別

表２の「審査請求」欄のとおり審査請求をしたが、同所長は、平成２２年３月２４日付け

で、これを棄却するとの裁決をした（●●号事件甲５）。 

(オ) 原告は、平成２２年６月１８日、本件各処分２の取消しを求める訴えを、当庁に提起

した。 

４ 被告が主張する消費税等の額 

 被告が主張する本件各課税期間における原告の消費税等の課税標準額及び納付すべき税額等

並びにその算出根拠は、次のとおりである。 

(1) 本件課税期間１分 

ア 消費税 

(ア) 課税標準額 ４６９２万５０００円 

 上記金額は、次のａないしｃの合計金額４９２７万１７１９円に１０５分の１００を乗

じた額（通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

 なお、上記課税標準額は、本件更正処分１における課税標準額（４６７５万７０００円。
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別表１参照）とは異なっているところ、本件更正処分１においては、原告が提出した本件

確定申告書１記載の課税標準額である４７２万円に、①原告が本件課税期間１においてＢ

から直接受領する販売手数料（後記ａ参照）及び②原告が混載業者から受領した金額から

キックバック支払額及び支払運賃の金額を控除した金額である委託販売手数料（後記ｂ参

照）を課税売上げに算入しているが、被告は、本件訴訟においては、上記販売手数料及び

委託販売手数料に加え、東京方面における原告の業務を代理する乙（以下「乙」という。）

を介在させる取引について、原告が同人に支払う取扱手数料を後記(ウ)ｂのとおり課税仕

入れ（１７万６８２５円）に該当するものとして計算することから、同取扱手数料に相当

する金額を委託販売手数料として課税売上げに加算している。 

ａ 販売手数料 １２２１万３４９６円 

 上記金額は、本件各航空会社との取引のうち、原告が本件課税期間１においてＢに対

する課税売上げとして計上すべき金額の合計額であり、原告が同社から得た金額である。 

ｂ 委託販売手数料 ３２１０万２２２３円 

 上記金額は、次の(a)の金額から(b)及び(c)の金額を控除した金額であり、原告が、

本件課税期間１において、Ｃ及びＤに対する役務の提供の対価として、両社との取引を

通じて得た利益の金額である。 

(a) 混載業者に対する売上げ ２億０３７４万９３９３円 

 上記金額は、原告が平成１９年５月３１日に提出した平成１８年４月１日から平成

１９年３月３１日までの事業年度に係る法人税の確定申告書（以下「法人税確定申告

書１」という。）に添付した損益計算書（以下「平成１９年３月期損益計算書」とい

う。）に記載された航空貨物取扱収入の金額２億１５９６万２８８９円から上記ａの

販売手数料の額を控除した金額であり、原告がＣ及びＤの代理で混載業者から受領し

た金額である。 

(b) キックバック支払額 １億７０６９万６２２０円 

 上記金額は、本件課税期間１において、原告がＣ及びＤへ支払った金額の合計額で

ある。 

(c) 支払運賃 ９５万０９５０円 

 上記金額は、平成１９年３月期損益計算書に記載された金額であり、原告が輸送業

者に航空貨物の輸送を依頼した際に支払った金額である。 

ｃ 固定資産の売却額 ４９５万６０００円 

 上記金額は、原告が所有していた車両の売却額であり、原告の帳簿売上げにおいて、

消費税等の課税の対象として経理されている金額である。 

(イ) 課税標準額に対する消費税額 １８７万７０００円 

 上記金額は、消費税法２９条により、上記(ア)に１００分の４を乗じて算出した金額で

ある。 

(ウ) 控除対象仕入税額 ９４万２６４５円 

 上記金額は、次のａ及びｂの合計金額に１０５分の４を乗じて得た金額である。 

ａ 本件確定申告書１において算出した課税仕入れに係る支払対価の額（税込み） 

 ２４５６万７６１９円 

 上記金額は、本件確定申告書１に添付された付表２⑧欄に記載された金額と同一であ
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る。 

ｂ 取扱手数料 １７万６８２５円 

 上記金額は、本件課税期間１において、原告が乙へ支払った取扱手数料の合計額であ

る。 

(エ) 納付すべき税額 ９３万４３００円 

 上記金額は、上記(イ)の金額から上記(ウ)の金額を控除した金額（ただし、通則法１１

９条１項により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

イ 地方消費税 

(ア) 地方消費税の課税標準となる消費税額 ９３万４３００円 

 上記金額は、上記ア(エ)の金額である。 

(イ) 納付すべき地方消費税額 ２３万３５００円 

 上記金額は、上記(ア)の金額に地方税法７２条の８３により１００分の２５を乗じて算

出した金額（ただし、同法２０条の４の２第３項により１００円未満の端数を切り捨てた

後のもの）である。 

(2) 本件課税期間２分 

ア 消費税 

(ア) 課税標準額 ２０４１万５０００円 

 上記金額は、次のａ及びｂの合計金額２１４３万６６９８円に１０５分の１００を乗じ

た額（通則法１１８条１項により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

ａ 販売手数料 ２２４万６８６６円 

 上記金額は、本件各航空会社との取引のうち、原告が本件課税期間２においてＢに対

する課税売上げとして計上すべき金額の合計額であり、原告が同社から得た金額である。 

ｂ 委託販売手数料 １９１８万９８３２円 

 上記金額は、次の(a)の金額から(b)及び(c)の金額を控除した金額であり、原告が、

本件課税期間２において、Ｃ及びＤに対する役務の提供の対価として、両社との取引を

通じて得た利益の金額である。 

(a) 混載業者に対する売上げ ９１９８万０６１１円 

 上記金額は、原告が平成２０年６月２日に提出した平成１９年４月１日から平成２

０年３月３１日までの事業年度に係る法人税の確定申告書（以下、「法人税確定申告

書２」といい、法人税確定申告書１と併せて「各法人税確定申告書」という。）に添

付した損益計算書（以下「平成２０年３月期損益計算書」という。）に記載された航

空貨物取扱収入の金額９４２２万７４７７円から上記ａの販売手数料の額を控除し

た金額であり、原告がＣ及びＤの代理で混載業者から受領した金額である。 

(b) キックバック支払額 ７２２０万１９０１円 

 上記金額は、本件課税期間２において、原告がＣ及びＤへ支払った金額の合計額で

ある。 

(c) 支払運賃 ５８万８８７８円 

 上記金額は、平成２０年３月期損益計算書に記載された金額であり、原告が輸送業

者に航空貨物の輸送を依頼した際に支払った金額である。 

(イ) 課税標準額に対する消費税額 ８１万６６００円 
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 上記金額は、消費税法２９条により、上記(ア)に１００分の４を乗じて算出した金額で

ある。 

(ウ) 控除対象仕入税額、５６万９８３５円 

 上記金額は、本件確定申告書２④欄に紀載された金額である。 

(エ) 納付すべき税額 ２４万６７００円 

 上記金額は、上記(イ)の金額から上記(ウ)の金額を控除した金額（ただし、通則法１１

９条１項により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

イ 地方消費税 

(ア) 地方消費税の課税標準となる消費税額 ２４万６７００円 

 上記金額は、上記ア(エ)の金額である。 

(イ) 納付すべき地方消費税額 ６万１６００円 

 上記金額は、上記(ア)の金額に地方税法７２条の８３により１００分の２５を乗じて算

出した金額（ただし、同法２０条の４の２第３項により１００円未満の端数を切り捨てた

後のもの）である。 

５ 争点及び当事者の主張 

 本件の争点は、本件各処分の適法性であり、具体的には、原告が行う本件取引が、消費税法７

条１項所定の輸出免税取引に当たるか否かである。これに関する当事者の主張は、次のとおりで

ある。 

（原告の主張） 

(1) 本件取引における原告の業務内容について 

ア 航空貨物は、荷送人が混載業者に対して貨物の運送を委託し、混載業者が直接又は間接に

貨物の運送業者である航空会社に委託し、受託した航空会社が仕向地まで貨物を運送すると

いう手順で行われており、中国向けの航空貨物についてもこれと同様に行われている。 

 原告は、通常、貨物販売代理店に分類される業者であり、本件取引においては、本件各国

内支店とは独立した貨物運送人の立場で、混載業者からの委託を受けて、本件各国内支店及

び同業の航空貨物販売代理店にその運送を委託することにより、外国貨物の運送という役務

を提供していた。 

イ 原告は、本件各国内支店に運送を委託した場合の運賃額（「合意運賃」と呼ばれている。）

及び混載業者から運送の委託を受ける場合の運賃額（「市場運賃」と呼ばれている。）をそれ

ぞれ当事者間の交渉により決定し、その決済を次のとおり行っていた。 

(ア) Ｃ及びＤ関係 

 原告は、毎月、Ｃ及びＤとの間で契約が成立した運賃を一覧表（Ｐａｙｍｅｎｔ Ｄｅ

ｔａｉｌｓ）にまとめ、これを両社に送付しその確認を得た上で運賃を支払い、他方、混

載業者は、毎月、原告との間で契約が成立した運賃を一覧表（ＳＡＬＥＳ ＲＥＰＯＲＴ）

にまとめ、これを原告に送付し原告の確認を得た上で運賃を支払っていた。したがって、

混載業者から支払ってもらう運賃から本件各国内支店に支払った運賃の差額が原告の利

益となる。 

 なお、原告が同業者である航空貨物販売代理店に対して運送を委託した場合も同様であ

る。 

(イ) Ｂ関係 
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 Ｂ関係の取引においては、その運賃の決済は、「Ｈ」の決済システムが利用されるため

に、運賃は直接混載業者から原告に支払われることはなく、混載業者がＢが定めた運賃額

をＢ国内支店に一旦全額支払った後Ｂ国内支店が原告に手数料名目で割戻しを行い、更に

原告が混載業者に割戻しを行うことにより、当事者間が契約した運賃額の清算を、手数料

ないし割戻しの収受により実現していた。 

ウ 本件取引について、原告は、経理上、貸方勘定（売上げ）に、①混載業者から受け取る運

賃（Ｃ及びＤ関係）、②手数料（Ｂ関係）を、また、借方勘定（経費）に、①航空会社に支

払う運賃（Ｃ及びＤ関係）若しくは航空貨物販売代理店に支払う運賃、②原告が下請業者に

業務を委託した時の委託料、③原告が混載業者に対して割り戻す運賃、④保税貨物の運賃を

それぞれ計上する処理をしていた。 

エ 被告は、原告が、本件各国内支店の指定販売代理店（ＣＳＡ）として、本件各国内指定と

の間における契約等の取決めに従って、混載業者から依頼を受け、本件各国内支店に対し、

混載業者が集荷した航空貨物を積載するための航空機の積載スペースを手配する業務を行

っていた旨主張する。 

 しかしながら、原告とＢとの平成１４年１２月２５日付け文書（甲６）では、原告が「Ｅ」

の名（指定販売代理店の名）を使って販売することが禁止され、契約上、原告が自ら主体と

なって販売しなければならないことが定められていた上、Ｃとの間では、平成１５年４月１

日付け契約書において、原告が、運送契約の当事者として混載業者より集荷した貨物の輸送

をＣに委託し、同社がこれを受諾する旨定められており、その内容は、正に原告の主張に完

全に符合している。 

(2) 本件取引が輸出免税取引に該当することについて 

ア 輸出免税取引に係る主張立証責任 

 輸出される物品や国外で提供されるサービスに対する消費税の課税については、源泉地国

（輸出国）に課税権があるという源泉地主義と、仕向地国（輸入国）に課税権があるという

仕向地主義があるが、後者の仕向地主義が国際慣行であり、これによれば、輸出免税取引で

あることが原則であるから、輸出免税取引に係る主張立証責任を納税者に負担させることは

実質的に不当である。また、本件各国内支店と混載業者との二者の直接取引には輸出免税取

引として消費税が課税されないのに、この二者の取引に原告のごとき貨物販売代理店が入っ

たときに、販売運賃（市場運賃）と仕入運賃（合意運賃）の差額を委託販売手数料として消

費税を課税することは、当該取引の対価に消費税が加算されていないのに、原告の負担によ

って消費税を賦課することにほかならない。したがって、この観点からすると、輸出免税取

引ではないとの主張立証責任を課税庁に負担させることが、納税者と課税庁との公平性から

当然である。 

 被告は、更正処分取消訴訟において、輸出免税取引に該当するか否かに係る主張立証責任

は原告にある旨主張するが、処分行政庁は、原告が、本件の消費税等の申告について、被告

が言う財務省令で定めるところによる証明をしているのに、原告の申告を否定して更正処分

をしたのであるから、原告の申告を覆す証拠資料と被告が主張する更正処分の理由を裏付け

る証拠資料とを提出しなければならないことは、更正処分制度の趣旨からも当然であり、上

記被告の主張は失当である。 

イ 消費税法７条１項３号の該当性 
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 本件取引における原告と混載業者との取引に係る輸送は、仕向地が中国国内となっている

外国貨物について、原告から運賃表を示した上、原告と混載業者との交渉で運賃が定められ、

所定の方法で混載業者から原告に支払われるものであるから、消費税法７条１項３号に定め

る「国内及び国内以外の地域にわたって行われる貨物の輸送」に当たり、その運賃は、輸出

免税取引の対価にほかならない。 

 被告は、①原告が航空運送状を発行できないこと、②原告が運送事業を行う行政上の許可

等を受けていないこと、③原告が実際に貨物を運送する手段（航空機やトラック等）を保有

していないことなどから、運送契約の当事者たり得ないなどと主張する。 

 しかしながら、航空運送状は貨物引換証に該当するもので、契約成立の要件ではないから、

原告が航空運送状を発行することができないからといって、運送契約上の当事者たり得ない

との立論は成立しない。原告はあらかじめ本件各国内支店から有償で航空運送状の交付を受

け、混載業者との契約時にはこれを交付して運送契約者としてなすべきことはなしているの

であり、支障はない。 

 また、原告は、実運送業者、利用運送業者として関係法令上の登録等を経ていないが、そ

れゆえに貨物の運送という役務が提供できないということはない。 

 さらに、物品運送契約は、運送人自ら輸送手段を運行して運送することを引き受ける契約

（実運送契約）である必要はなく、他人（下請運送人）を履行補助者として利用することに

より、運送サービスを提供することを引き受ける契約であってもよく、本件各国内支店は実

際に運送を行う履行補助者に当たる。 

ウ キックバック取扱いの該当性 

 原告がＢから受け取る運賃は、販売手数料という形で原告に支払われるが、これは、混載

業者が支払う輸出免税取引の対価である運賃の一部がＢから原告に返還されるもので、キッ

クバック取扱いにいう「正規の手数の外にいわゆるキックバックと称して授受されるもの」

に該当する。 

 被告は、航空会社から旅行業者に返還される運賃は、課税仕入れに該当しない取引の対価

であり、輸出免税取引の対価ではないというが、当該運賃の実体は、もともと旅行業者が支

払つた運賃であるから、輸出免税取引の対価の返還にほかならない。それゆえ、仮に課税仕

入れに該当しない対価の返還であったとしても、それが輸出免税取引の対価である運賃の返

還であるとの実質は変わらないのであり、これを本件に当てはめれば、混載業者が支払う輸

出免税取引の対価である運賃の一部がＢから原告に返還されることにほかならない。 

 したがって、上記運賃は、輸出免税取引の対価として取り扱われるべきである。 

エ 消費税法７条１項５号、施行令１７条２項４号の該当性 

 原告が、指定保税地域等において取り扱った運送取引は、消費税法７条１項５号、施行令

１７条２項４号にいう「外国貨物の運送」にほかならない。したがって、その対価として原

告が支払った運賃に対応する収入は、消費税の課税対象ではない。 

 被告は、原告がトラックを有していないので実運送ができず、貨物利用運送事業法上の利

用運送に関する登録又は許可業者ではなく利用運送もできないから、外国貨物の運送ができ

ないというが、貨物利用運送事業法上の登録等がなくても利用運送ができることは上記イで

述べたとおりである。原告が自らの負担で保税運賃を支払ったことは厳然たる事実であり、

その証拠資料も存するのであり、被告の主張は、裁判における証拠主義を完全に無視するも
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ので破綻している。 

（被告の主張） 

(1) 本件取引における原告の業務内容について 

ア 原告は、中国に主たる事務所を有する本件各国内支店のＣＳＡとして、本件各国内支店と

の間における契約等の取決めに従って、混載業者から依頼を受け、本件各国内支店に対して、

混載業者が集貨した航空貨物を積載するための航空機の積載スペースを手配するという業

務を日本国内で行っており、当該業務は、消費税法４条１項で規定する消費税の課税取引に

該当する。 

イ 本件各課税期間における本件取引の決済の仕組みは、以下のとおりである。 

(ア) Ｃ及びＤ関係 

 原告は、混載業者から運賃として受領した金額を売上げとし、Ｃ国内支店及びＤ国内支

店に支払う金額を売上原価として処理しているが、そもそも原告は、混載業者と両支店と

の間に入って運送を行う余地などないのであるから、混載業者から一時的に預かった金員

から原告が受け取るべき委託販売手数料相当額及び保税運賃相当額を控除した金額を、両

支店に対して支払っているものと評価される。 

 したがって、原告が混載業者から支払を受ける金額から、両支店に支払われる金額及び

保税運賃相当額を差し引いた金額が委託販売手数料になる。 

(イ) Ｂ関係 

 原告がＢ国内支店の委託を受けて取引を行う場合の決済については、Ｂ国内支店が混載

業者から直接運賃を収受し、原告は取扱高に応じて定められた割合によって販売手数料を

収受する。 

ウ 原告は、本件取引について、原告が混載業者から外国貨物の運送を受託し、かかる貨物の

運送を本件各国内支店に委託しているのであるから、原告が混載業者から受け取る運賃は、

消費税法４条にいう課税売上げに当たり、原告が本件各国内支店に支払う運賃は、消費税法

３０条規定する課税仕入れに該当すると主張する。 

 しかしながら、原告は混載業者から依頼を受けた貨物を本件各国内支店へ委託して国外へ

運送しているというのではなく、本件各国内支店の委託を受けた原告が、本件各国内支店の

業務を代行してその業務を行っているにすぎない。 

 したがって、原告は、本件各国内支店から委託を受けた仲介業者あるいは代理人として、

混載業者と本件各国内支店との間で締結される運送契約の仲介ないし取次ぎを行うことで、

本件各国内支店からの手数料収入を得ているものとみるのが相当であり、かかる原告の業務

の対価である販売手数料及び委託販売手数料が消費税の課税売上げに該当することは明ら

かであるから、原告の上記主張は失当である。 

(2) 本件取引が輸出免税取引に該当しないことについて 

ア 輸出免税取引に係る主張立証責任 

 消費税法７条１項は、消費税を免除するにとどめる規定であって、課税対象から除外する

非課税規定（同法２条１項９号、６条参照）ではなく、同項各号所定の輸出免税取引に該当

して初めて消費税が免除されるものである。 

 また、消費税法７条２項は、輸出免税取引について、「前項の規定は、その課税資産の譲

渡等に談当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明されたものでな
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い場合には、適用しない。」として、財務省令で定める証明がなければ、納税者は消費税の

輸出免税の適用を受けることができないことを明記している（この証明のためには、同法施

行規則５条に規定されているとおり、消費税に係る輸出免税を受けようとする納税者におい

て、当該課税資産の譲渡等につき、「当該役務の提供をした年月日」、「当該提供した役務の

内容」、「当該役務の提供の対価の額」、「当該役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所

等」を記載した帳簿又は書類を作成し、当該納税者の事務所等に保存する必要がある。）。 

 かかる消費税法の構造等に照らし、本件のように消費税の輸出免税取引該当性が問題とな

っている更正処分の取消訴訟において、輸出免税取引に該当するか否かに係る主張立証責任

は、原告にあると考えるべきである。原告は、本件各国内支店及び混載業者との取引が消費

税法７条１項３号又は同項５号、施行令１７条２項４号に該当する旨主張するところ、次の

とおり、原告の業務内容はいずれにも該当しない。 

イ 消費税法７条１項３号の該当性 

 以下に述べるとおり、原告は、事実上、法律上共に運送当事者でなく、原告が運送取引を

行っていないことは明らかであるから、本件取引は、消費税法７条１項３号に規定する輸出

免税取引に当たらない。 

(ア) 原告は運送契約の当事者でないこと 

 原告は、業務上、航空運送状を作成することはできず、実際にも、航空会社と荷送人と

の運送契約の証拠証券である航空運送状において運送契約の当事者にはなっていないこ

とから、原告が自らの業務として運送契約を締結することはなく、運送を請け負うことは

できない。 

(イ) 原告には運送事業を行う資格がないこと 

 原告は、航空運送事業を経営する者ではなく、貨物利用運送事業法上の第一種貨物利用

運送事業者の登録及び第二種貨物利用運送事業者の許可を受けていないのであるから、実

運送事業者でも利用運送事業者でもない。 

 したがって、原告は、法的にみても、貨物利用運送事業法にいう「実運送」や「利用運

送」を行うことはできないのであるから、運送事業を行うことはできない。 

(ウ) 原告は実際に貨物の輸送をしていないこと 

 原告は、本件各航空会社の航空機の貨物スペースを手配しているにすぎず、運送用車両

も所有していないのであって、実際の貨物は混載業者から本件各航空会社に引き渡される

のであるから、原告において、実際に貨物を運送することはない。このことは、原告の履

歴事項全部証明書の目的欄に貨物運送事業と記載されていないこと及び各法人税確定申

告書にいわゆるトラック等の運送用車両の記載がないことから明らかである。 

ウ キックバック取扱いの該当性 

 上記(1)ウで述べたとおり、原告が、本件各国内支店から受領する金員の実質は、原告が

本件各国内支店から委託を受けた仲介業者あるいは代理人として、混載業者と本件各国内支

店との間で締結される運送契約の仲介ないし取次ぎを行ったことに対する本件各国内支店

からの手数料収入にほかならない。すなわち、当該手数料は、国内における役務の対価であ

って、国際航空貨物輸送に係る対価の返還ではない。 

 他方、キックバック取扱いにおいて、旅行業者が受領するいわゆるキックバックは、これ

を支払う航空会社側からすれば輸出免税取引に該当する売上げに係る対価の返還となるが、
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これを受領する旅行業者にとっては、課税仕入れに該当しない取引に係る対価の返還であり、

これが消費税法７条１項所定の輸出免税取引に該当するというものではない。 

 このように、原告が本件各国内支店から受領する金員である手数料収入と、キックバック

取扱いにおけるキックバックは、その性質が全く異なるものであるから、Ｂから受け取る運

賃が、キックバック取扱いに該当し、輸出免税取引の対価に当たる旨の原告の主張は理由が

ない。 

エ 消費税法７条１項５号、施行令１７条２項４号の該当性 

 施行令１７条２項４号の外国貨物とは、関税法２条１項３号所定の外国貨物をいい（消費

税法２条１項１０号参照）、輸出の許可を受けた後の貨物及び輸入が許可される前の貨物を

意味するところ、施行令１７条２項４号により、指定保税地域等における輸出しようとする

貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これに類する

役務の提供については、輸出免税の適用があるとされている。 

 しかるに、上記アで述べた原告の本件各航空会社の航空機の貨物スペースを手配するとい

う業務は、外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定のいずれにも該当しないことはもちろ

ん、外国貨物に対して行うサービスでもなく、また、原告は、通関業者でないことはもとよ

り、保税地域までの運送や保税地域内での作業にも関わっていないのであるから、上記外国

貨物の荷役等に類する役務の提供にも該当しない。 

 したがって、原告は、施行令１７条２項４号に規定する外国貨物に係る役務の提供を行っ

ていない。 

 もっとも、原告は、保税運賃の支払に対応する売上げについて、輸出免税取引になる旨主

張するが、上記イ(イ)で述べたとおり、原告は、貨物利用運送事業法にいう「利用運送」を

行うことはできないのであるから、保税運送を請け負うことはできず、保税運送の手配をし

ているにすぎないといえ、原告から支払運賃として運送業者に支払われる金員は、原告が荷

主である（自己の貨物を送る）場合を除き、①航空会社が負担すべき運賃を原告が航空会社

へ支払うべき預り金から支払われるもの、又は②保税運送を必要とする混載業者から受領し

た預り金から支払われるものであると認識せざるを得ない。 

 したがって、保税運賃に対応する売上げが輸出免税取引になるとの原告の上記主張は、失

当である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

 前記前提事実並びに証拠（甲６ないし８、２１、２５ないし５９、６２ないし６９、７１ない

し８４、９１、乙１ないし３、７、８、１１、１６ないし２０、●●号事件乙１ないし３、１７

〔以上につき、枝番のあるものは、全枝番を含む。〕）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が

認められる。 

(1) 航空貨物業界においては、航空会社から特定地域に限定して旅客や貨物の営業販売などを

包括的かつ独占的に委託されたＧＳＡと呼ばれる代理業者のほか、航空会社やＧＳＡからの営

業販売の下請業者を指すＣＳＡと呼ばれる代理業者がいる。ＧＳＡの業務は、通常、航空貨物

の販売に付随するマーケティング、予約業務、運賃回収業務、送金業務、コンサルティング業

務、関係省庁・団体との調整業務のほか、貨物の積付け指示などの空港業務などであり、ＧＳ

Ａとの契約は、特定の委託地域においては独占的な契約であるため、一つの航空会社が同じ地
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区において複数のＧＳＡを同時に起用することはない。他方、中国や旧共産圏の国における航

空会社は、一つの地区において、ＣＳＡを複数起用して、航空会社やＧＳＡの行う業務の下請

をさせていた。 

(2) 原告は、本件各国内支店にＣＳＡとして起用されていたもので、本件各課税期間において、

本件各国内支店及び混載業者との間で、混載業者が発注した外国貨物を本件各国内支店が仕向

先まで運送する取引について、ＣＳＡとして関与し、本件取引を行った。 

(3) 原告は、航空法所定の航空運送事業の経営に係る許可並びに貨物利用運送事業法上の第一

種貨物利用運送事業の経営に係る登録及び第二種貨物利用運送事業の経営に係る許可を受け

ておらず、また、履歴事項全部証明書の目的欄には、貨物運送事業は記載されていない。そし

て、原告は、トラック等の運送用の車両を所持していない。 

(4) 原告は、Ｃ国内支店との間で、平成１５年４月１日付け及び平成１９年８月２日付けで、

航空貨物運送サービスに係る契約を締結した上で、本件取引を行っていたが、そのうち平成１

５年４月１日付け契約書面には、要旨、次のような約定が記載されており、平成１９年８月２

日付け契約書面の約定内容もほぼ同様である（甲７の１・２、甲８の１・２）。 

ア Ｃ国内支店は、航空会社の航空貨物運送状裏面に記載された国際運送契約規定に定められ

た航空貨物運送サービスについて、上記契約書面に定める契約条件に従って原告からの貨物

運送依頼を受託する（第１条）。 

イ Ｃ国内支店は、輸送に関わる航空会社により輸出入の禁止が定められていないことを条件

に、輸送準備が整った委託貨物を受諾する（第２条）。 

ウ 原告は、Ｃ国内支店に毎月２回セールスレポートを提出するものとし、１日から１５日ま

でのセールスレポートは同月２０日までに、１６日から月末までのセールスレポートは翌月

５日までに提出する（第３条、第４条）。 

エ 原告は、業務取引を実際に始める前に、Ｃ国内支店に保証金として２５００万円を支払う

（第４条）。 

オ 原告は、Ｃ国内支店に支払うべき運賃を、前半分については同月２５日までに、後半分に

ついては翌月１０日までにＣ国内支店が定める銀行に送金する（第４条）。 

(5) Ｂ国内支店が原告に交付した平成１４年１２月２５日付け「弊社との販売取引及びＥ券使

用に関して」と題する書面（甲６）には、要旨、次のような記載がある（なお、同書面におけ

る「Ｅ」との表記は、Ｂの略称であると解される。）。 

ア 保証金に関して 

① 取引及びＥ券使用に際し、３００万円を最低とした金額をＥ側で預かる。 

② ＡＷＢ配布先は、Ｅ指定代理店以外のすべてのＦ代理店に認めるが、その代理店の倒産

等によりＥに未収金等の損失が生じた場合、保証金で相殺後、残りの損金については、原

告が補填する。 

イ 販売に関して 

① 販売地域は名古屋地区のみとする（大阪、東京での販売は不可）。 

②ないし④（省略） 

⑤ 販売レートは、Ｂが渡したレートを使用すること。ただし、当該レートより高く販売し

た際は、その旨をその都度Ｂ名古屋支店にその都度報告すること。 

⑥ 名古屋地区で販売した大阪・成田発の貨物の横持ち代は、Ｅが負担する。 



16 

⑦ないし⑩（省略） 

⑪ Ｅの名を使っての販売はしてはならない。 

ウ ＡＷＢの管理の方法及び使用方法に関して 

① （省略） 

② ＡＷＢの管理は全て原告に委託する。 

 原告は、ＡＷＢの配布と同時にファクシミリでＥに報告をする。 

 原本は、月に２度（月末と１５日）Ｅに提出する。 

 ３か月を経過したＡＷＢは、３か月を経過した月末に一括してＥに返却する。 

③ 原告又は配布先で紛失が発生した場合、原告がＥに罰金を支払い、Ｅの全ての損失を補

填する。 

④ ＡＷＢは月に２回使用した分を補充する。 

⑤ 他の代理店との混乱を避けるため、ＡＷＢのアカウンティング・インフォメーション欄

に必ず「Ａ」と明記する。 

エ 運賃精算に関して 

① 「Ｈ」（引用者注：後記(9)イ参照）の精算を採用し、料金に関しては、Ｅと代理店との

間で直接「Ｉ」精算を行う。 

② 原告は、決められた期日にＢ名古屋支店に販売運賃をファクシミリで報告する。 

③ Ｅは、②の報告に基づき「Ｊ」を作成し、「Ｋ」へ提出し、翌々月原告より提出された

セールスレポート及び「Ｋ」レポートに基づき販売手数料を算出して、原告側で内容確認

を行った後、その月の月末にＥから原告に販売手数料を振り込む。販売手数料の利率は、

１００万円以下５％、１００万円以上６％、１５０万円以上８％、２００万円以上１０％

とする。 

（以下省略） 

(6) 原告とＤとの間では、本件取引に係る契約書面は作成されず、Ｄ国内支店から原告に仕入

運賃表が提示されていた。 

(7) 原告は、本件取引を行うに際し、あらかじめ、本件各国内支店にそれぞれ取り決められた

保証金を差し入れて、航空運送状を預かり、契約成立時には混載業者にこれを交付していたが、

本件取引の際に本件各国内支店及び混載業者が発行する航空運送状に、原告が運送契約の当事

者として記載されたことはない。 

(8) 原告は、上記(4)ないし(6)の各契約書面等に基づき本件取引を行い、混載業者の依頼に係

る航空貨物の容積や仕向地への到着希望時刻などに沿うように、貨物を積載する本件各国内支

店の航空機の発着時刻や出発地、便数、積載スペースの空き状況等を確認するなどして当該航

空貨物の積載スペースを手配し、航空貨物の受取人が受領したか否か等につき追跡調査をする

などのサービスを提供していたが、原告が通関業務や保税地域内での業務を行うことはなかっ

た。なお、原告は、あらかじめ確保していた本件各国内支店の航空機の積載スペースに最終的

に貨物を積載しないことになっても、本件各国内支店に当該スペースが不要となった旨を連絡

すればよく、原告が本件各国内支店に弁償の責任を負うことはなかった。 

(9) 原告と混載業者及び本件各国内支店との間での本件取引に係る料金の精算とその経理処理

は、次のとおりである。 

ア Ｃ及びＤ関係 
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 原告は、各混載業者に価格表を送付するなどして各混載業者との間で取り決めた料金に従

い、毎月、各混載業者が契約成立分をまとめて作成した一覧表（ＳＡＬＥＳ ＲＥＰＯＲＴ）

の送付を受けてこれを確認した上でそれぞれ当月分の料金を受領し、他方、Ｃ国内支店及び

Ｄ国内支店との間でそれぞれ取り決められた料金に従い、毎月、各契約成立分をまとめて作

成した一覧表（Ｐａｙｍｅｎｔ Ｄｅｔａｉｌｓ）を両社にそれぞれ送付してその確認を得

た上で当月分の各料金を支払うことにより、精算をしていた。 

 そして、原告は、混載業者から受領した料金分を「航空貨物取扱収入勘定」の貸方に計上

し、Ｃ国内支店及びＤ国内支店に対して支払った料金分を「キックバック支払額勘定」の借

方に計上していた。この場合における原告の利益（業務の対価）は、混載業者から支払われ

る料金と上記各支店に対して支払った料金との差額である。 

イ Ｂ関係 

 混載業者は、Ｂとの間で取り決めた市場運賃を、「Ｈ」（Ｈの略称。Ｆ（Ｆ協会）決議８５

１号に基づいて日本地区におけるＦ公認貨物代理店の発売する国際航空貨物等の決済を参

加航空会社が共同で特定の計算センター及び決済銀行を通じて運賃を決済する方法）を通じ

てＢ国内支店に全額支払い、その後、原告がＢ国内支店から販売手数料を受領していた。そ

して、原告は、Ｂ国内支店から支払われる販売手数料を「航空貨物取扱収入勘定」の貸方に

計上していた。この場合における原告の利益（業務の対価）は、Ｂ国内支店から支払われる

手数料の金額それ自体である。 

(10) 原告は、東京、大阪、新潟などの名古屋周辺地域以外の混載業者から依頼を受けた航空貨

物や、名古屋周辺地域で混載業者から依頼を受けた貨物を同地域以外の空港から発送する場合

などに、その航空貨物の陸上輸送を運送業者に依頼して、その運送代金を負担しており、この

ような運送代金を「支払運賃」として、損益計算書上、売上原価に当たるとの会計処理を行っ

ていた。 

２ 原告の業務内容について 

(1) 上記１の認定事実によれば、原告は、自ら航空貨物の運送業を行うのに必要な航空法及び

貨物利用運送事業法所定の許可及び登録を受けておらず、そのための設備・機器を有しない者

であること、原告は、本件取引において、本件各国内支店との契約等の取決めに従って、混載

業者から依頼を受け、本件各国内支店に対して、混載業者が集貨した航空貨物を積載するため

の航空機の積載スペースを手配する業務を行い、混載業者から支払を受ける料金とＣ国内支店

及びＤ国内支店に支払う料金との差額又はＢ国内支店から支払を受ける料金額をもって、その

営業上の利益（原告の行う業務の対価）としていたこと、その際、原告が本件各国内支店から

預けられた本件各国内支店の発行する航空運送状を混載業者に交付することはあっても、自ら

が運送契約の当事者として航空運送状を発行することはなく、当該航空運送状は本件各国内支

店と混載業者との間でその授受が行われていたものであることが認められる。そうすると、本

件取引における原告の業務の実態は、原告が本件各国内支店から委託を受けた仲介業者あるい

は代理人として、混載業者と本件各国内支店との間で締結される運送契約の仲介ないし取次ぎ

を行うものであったとみるのが相当である。 

(2) 原告は、本件取引において、本件各国内支店とは独立した貨物運送人の立場で、混載業者

からの委託を受けて、本件各国内支店及び同業の航空貨物販売代理店にその運送を委託するこ

とにより、外国貨物の運送という役務を提供していた旨主張する。 
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 しかしながら、上記(1)で述べたとおり、原告は、そもそも、実運送事業者、利用運送事業

者としての関係法令所定の許可又は登録を経ていない者であって、混載業者と本件各航空会社

国内支店との間に立って、運送契約の仲介又は取次ぎを行っていたにすぎず、本件各国内支店

から預けられた航空運送状を預かり、これを混載業者に交付することはあっても、自ら運送契

約の当事者として航空運送状を授受することはないのであるから、本件取引における運送契約

の当事者は、飽くまでも混載業者と本件各国内支店であると認められる。そして、原告が自己

の主張根拠とする契約書の記載（甲７の１・２、８の１・２）の点も、当該認定判断を左右す

るものではない。 

 したがって、本件取引において、混載業者からの委託を受けて本件各国内支店等にその運送

を委託することにより外国貨物の運送という役務を提供していた旨の原告の上記主張は採用

することができない。 

３ 本件取引が輸出免税取引に該当するか否かについて 

 以上認定の原告の業務内容を前提として、本件取引が、消費税法上の輸出免税取引に当たるか

否かを検討する。 

(1) 輸出免税取引に係る主張立証責任について 

 消費税法７条１項は、事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、同項各号に掲げ

るものに該当するものについては消費税を免除することとして、同項各号に輸出免税取引とな

る取引類型を列挙しているところ、同法は、課税資産の譲渡等の対価の額を消費税の課税標準

と定めており（同法２８条１項本文）、課税資産の譲渡等があれば、その対価については原則

として消費税が課税され、それが免除されることが例外であること、同法７条１項各号所定の

輸出免税取引に該当すれば、当該取引に係る課税資産の譲渡等の対価については消費税が免除

され、納税者がその利益を享受するものであることからすれば、輸出免税取引該当性が問題と

なっている更正処分の取消訴訟において、納税者が行った取引が輸出免税取引に該当すること

については、納税者である原告が主張立証責任を負担するものと解するのが相当である。 

(2) 消費税法７条１項３号の該当性について 

 原告は、本件取引における原告と混載業者との取引に係る輸送は、仕向地が中国国内となっ

ている外国貨物について、消費税法７条１項３号に定める「国内及び国内以外の地域にわたつ

て行われる貨物の輸送」に当たる旨主張する。 

 消費税法７条１項３号は、事業者が国内において行う課税資産の譲渡等が「国内及び国内以

外の地域にわたって行われる貨物の輸送」に該当する場合に、当該課税資産の譲渡等に係る消

費税を免除する規定であるから、原告が主張する役務の提供が同号所定の「貨物の輸送」に当

たらない限り、適用されないものである。 

 これを本件についてみると、上記２で述べたとおり、原告は、本件各国内支店から委託を受

けて混載業者と本件各国内支店との間で締結される運送契約の仲介ないし取次ぎを行う業者

であって、自ら貨物の輸送を行うものではなく、その役務の内容は、混載業者が集貨した混載

貨物の積載スペースの手配にすぎないと認められるから、そのような役務の提供をもって同号

所定の「貨物の輸送」に該当すると認めることはできない。 

 したがって、その余の点について検討するまでもなく、本件取引における原告と混載業者と

の取引に係る輸送が消費税法７条１項３号に当たる旨の上記原告の主張は、採用することがで

きない。 
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(3) キックバック取扱いの該当性について 

 原告は、Ｂから受け取る金員が、混載業者が支払う輸出免税取引の対価である運賃の一部が

Ｂから原告に返還されるもので、キックバック取扱いにいう「正規の手数の外にいわゆるキッ

クバックと称して授受されるもの」に該当するから、当該返還運賃は、輸出免税取引の対価と

して取り扱われるべきである旨主張する。 

 しかしながら、上記１で述べたとおり、原告が、本件各国内支店から受領する金員は、Ｂ国

内支店からのものも含めて、原告が本件各国内支店から委託を受けた仲介業者あるいは代理人

として、混載業者と本件各国内支店との間で締結される運送契約の仲介ないし取次ぎを行った

ことに対する本件各国内支店からの手数料収入にほかならず、これを混載業者が支払う輸出免

税取引の対価である運賃の一部返還であることを前提とする原告の上記主張は、その前提自体

が誤りであるといわざるを得ない。 

 したがって、この点に係る原告の主張も、その余の点について検討するまでもなく、採用す

ることができない。 

(4) 消費税法７条１項５号、施行令１７条２項４号の該当性について 

ア 原告は、指定保税地域等において取り扱った運送取引は、消費税法７条１項５号、施行令

１７条２項４号にいう「外国貨物の運送」にほかならず、その対価として原告が支払った運

賃に対応する収入は、消費税の課税対象ではない旨主張する。 

 この点、消費税法７条１項５号、施行令１７条２項４号は、事業者が「外国貨物の荷役、

運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」を行った場合に、

かかる役務の提供をもって輸出免税取引としているところ、これは、外国貨物の荷役、運送、

保管、検数、鑑定などが貨物の輸出入取引に直接関連する業務であり、輸出入取引に必然的

に発生するものであることから、これら外国貨物に係る役務の提供をもって輸出免税取引と

したものであると解される。そして、消費税法上の外国貨物とは、関税法２条１項３号に規

定する外国貨物をいい（消費税法２条１項１０号）、これは輸出の許可を受けた貨物及び外

国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものをいうとされているところ（関税法

２条１項３号）、外国貨物は原則として保税地域以外の場所に置くことはできず（同法３０

条１項本文）、外国貨物の運送も税関長の承認を要する行為であること（同法６３条１項）

にかんがみると、施行令１７条２項４号にいう「その他これらに類する外国貨物に係る役務

の提供」とは、外国貨物に係る検量、梱包等の業務、通関手続、青果物や木材に係るくんじ

ょう等のように指定保税地域等で行われる外国貨物に係る直接の役務の提供をいうものと

解するのが相当である。 

 これを本件についてみると、原告は、前記認定事実によれば、そもそも通関業者でないこ

とはもとより、指定保税地域等までの運送や指定保税地域等での作業を行うものではなく、

本件各国内支店から委託を受けた航空貨物の仲介又は取次ぎ業務を行っていたにすぎない

のであるから、原告の行った業務が外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定のいずれにも

該当しないことはもちろん、当該外国貨物の荷役等に類する外国貨物に直接関わる役務の提

供にも該当しないことは明らかである。 

 したがって、原告が主張する航空貨物の取次ぎに係る取引をもって、消費税法７条１項５

号、施行令１７条２項４号所定の「外国貨物に係る役務の提供」に当たると認めることはで

きない 
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イ もっとも、原告は、混載業者の所在地から航空貨物の発送地までの運送費用を負担してい

ることをもって「保税運賃」を負担しているとして、これに対応する収入が消費税法７条１

項５号、施行令１７条２項４号所定の取引の対価に該当するなどと主張する。 

 しかしながら、上記アで述べたところから明らかなとおり、消費税法７条１項５号、施行

令１７条２項４号は、事業者が、自ら同号所定の取引を行った場合に、その役務の提供をも

って輸出免税取引とするものであるところ、前示のとおり、原告は、自ら物品の運送を行う

ものではないから、原告が、運送会社に対し、混載業者から積載スペースの手配を依頼され

た航空貨物を、自ら手配した本件各国内支店の航空機の出発地まで輸送するよう依頼し、そ

の費用を負担していたということがあったとしても、それをもって、混載業者に対する保税

運送という役務の提供をしていたものと認めることはできない。そうすると、原告が混載業

者から受け取った金員は、施行令１７条２項４号の輸出免税取引の対価と評価することはで

きないというべきである。 

 したがって、この点に係る原告の主張も、その余の点について検討するまでもなく、採用

することができない。 

(5) 小括 

 以上のとおりであるから、原告が行う本件取引は、いずれも消費税法７条１項所定の輸出免

税取引に該当するものとは認められない。 

４ 本件各処分の適法性について 

 以上によれば、本件各課税期間における原告の消費税等は、前記第２の４の被告が主張する消

費税等の額のとおりであると認められ、本件各更正処分１及び本件各更正処分２の各消費税等の

額はいずれもその範囲内の額であるから、これらの更正処分はいずれも適法であると認められる。 

 また、上記各更正処分を前提としてされた本件賦課決定処分１及び本件賦課決定処分２は、い

ずれも通則法６５条１項、２項、地方税法附則９条の９第１項、３項に基づいて適法にされたも

のと認められる。 

５ 結論 

 以上の次第で、本件各処分はいずれも適法であり、原告の請求はいずれも理由がないから、こ

れを棄却することとし、主文のとおり判決する。 

 

名古屋地方裁判所民事第９部 

裁判長裁判官 増田 稔 

   裁判官 松本 明敏 

   裁判官 山田 亜湖 
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別紙 

関係法令 

第１ 消費税法（平成１９年法律第２０号による改正前のもの） 

 ２条１項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 １号ないし７号（省略） 

 ８号 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供（代物

弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する

行為として政令で定めるものを含む。）をいう。 

 ９号 課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、６条１項の規定により消費税を課さないこととされ

るもの以外のものをいう。 

 １０号 外国貨物 関税法２条１項３号（定義）に規定する外国貨物をいう。 

 （以下省略） 

 ４条１項 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 

 （以下省略） 

 ６条１項 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第１（省略）に掲げるものには、消費税

を課さない。 

 ２項 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第２（省略）に掲げるものには、消費税を課

さない。 

 ７条１項 事業者（９条１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。）が

国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除

する。 

 １号 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 

 ２号 外国貨物の譲渡又は貸付け（前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に

対する内国消費税の徴収等に関する法律（昭和３０年法律第３７号）８条１項２号（公売又は売却等の

場合における内国消費税の徴収）に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。） 

 ３号 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信 

 ４号 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政

令で定めるもの 

 ５号 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの 

 ２項 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものである

ことにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。 

 ２８条１項 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額（対価とし

て収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課

税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消

費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び次項において同じ。）とする。 

 （以下省略） 

 ２９条 消費税の税率は、１００分の４とする。 

 

第２ 消費税法施行令（平成２２年政令第５４号による改正前のもの） 

 １７条１項（省略） 
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 ２項 法７条１項５号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。 

 １号ないし３号（省略） 

 ４号 外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供（関

税法２９条（保税地域の種類）に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域（以

下この号において「指定保税地域等」という。）における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受け

た貨物に係るこれらの役務の提供を含み、同法３０条１項５号（外国貨物を置く場所の制限）に規定す

る特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特定輸出貨物の輸出の

ための船舶又は航空機への積込みの場所におけるものに限る。） 

 （以下省略） 

 

第３ 消費税法施行規則 

 ５条１項 法７条２項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条１項に規

定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該

課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、

当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から２月（省略）を経過した日から７

年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの（省略）の所在地に

保存することにより証明がされたものとする。 

 （以下省略） 

 

第４ 国税通則法 

 ６５条１項 期限内申告書（還付請求申告書を含む。３項において同じ。）が提出された場合（期限

後申告書が提出された場合において、次条１項ただし書又は６項の規定の適用があるときを含む。）に

おいて、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づ

き３５条２項（期限後申告等による納付）の規定により納付すべき税額に１００分の１０の割合を乗じ

て計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。 

 ２項 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額（同項の修正申告又は更

正前に当該修正申告又は更正に係る国税について修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税

に係る累積増差税額を加算した金額）がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と５０万円との

いずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規

定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額（同項に規定する納付すべき税額が当該超え

る部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額）に１００分の５の割合を乗じて計算し

た金額を加算した金額とする。 

 （以下省略） 

 

第５ 地方税法 

 ７２条の８３ 地方消費税の税率は、１００分の２５とする。 

 附則９条の９第１項 譲渡割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びに

これらの延滞税の免除に係る金額（以下本条において「延滞税等」という。）の計算については、譲渡

割及び消費税の合算額によつて行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税

の額にあん分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする。 
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 ２項 （省略） 

 ３項 前２項の規定により譲渡割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端

数計算は、譲渡割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。 

 

第６ 航空法（平成２０年法律第７５号による改正前のもの） 

 ２条１７項 この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で

旅客又は貨物を運送する事業をいう。 

 １００条１項 航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 

 

第７ 貨物利用運送事業法（平成２０年法律第７５号による改正前のもの） 

 １条 この法律は、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運

送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対

応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄

与することを目的とする。 

 ２条１項 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又

は貨物自動車運送事業者（以下「実運送事業者」という。）の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、

運送事業者の行う運送（実運送に係るものに限る。）を利用してする貨物の運送をいう。 

 ２項 （省略） 

 ３項 この法律において「航空運送事業者」とは、航空法（省略）２条１７項の航空運送事業を経営

する者をいう。 

 ４項、５項（省略） 

 ６項 この法律において「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運

送事業をいう。 

 ７項 この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を

行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。 

 ８項 この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事

業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続

する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車（省略）による運送（省略）とを一貫

して行う事業をいう。 

 ３条１項 第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなけれ

ばならない。 

 ２０条 第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなら

ない。 

 ６０条 次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役若しくは３００万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 

 １号 ２０条の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を経営した者 

 ２号ないし４号（省略） 

 ６２条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役若しくは１００万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 

 １号 ３条１項の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を経営した者 
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 ２号ないし４号（省略） 

 

第８ 関税法（平成２０年法律第５号による改正前のもの） 

 ２条１項 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げ

る定義に従うものとする。 

 １号、２号（省略） 

 ３号 「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物（外国の船舶に

より公海で採捕された水産物を含む。）で輸入が許可される前のものをいう。 

 ３０条１項 外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。 

 （以下省略） 

 ６３条１項 外国貨物（省略）は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、

税関官署及び３０条１項２号（許可を受けて保税地域外に置く外国貨物）の規定により税関長が指定し

た場所相互間に限り、外国貨物のまま運送することができる。（以下省略） 
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別表１ 

本件各処分１の経緯 

本件課税期間１ （単位：円） 

区分 

 

日付 

 

課税標準額 

 

納付すべき 

消費税額 

納付すべき 

地方消費税額 

過少申告 

加算税の額 

確 定 申 告 

 

法定申告期限内 

 
4,720,000 △747,109 △186,777 －

更正処分及び

賦課決定処分 

平成１９年 

１１月２８日 
46,757,000 934,300 233,500 290,000

異 議 申 立 て 

 

平成１９年 

１２月２０日 
4,720,000 △747,109 △186,777 0

異 議 決 定 

 

平成２０年 

３月１８日 
棄却 

審 査 請 求 

 

平成２０年 

４月１４日 
4,720,000 △747,109 △186,777 0

裁 決 

 

平成２０年 

１１月１８日 
棄却 

（注）「納付すべき消費税額」欄及び「納付すべき地方消費税額」欄の△印は、還付金の額に相当する

税額を示す。 
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別表２ 

本件各処分２の経緯 

本件課税期間２ （単位：円） 

区分 

 

日付 

 

課税標準額 

 

納付すべき 

消費税額 

納付すべき 

地方消費税額 

過少申告 

加算税の額 

確 定 申 告 

 

法定申告期限内 

 
0 △569,835 △142,458 －

更正処分及び

賦課決定処分 

平成２０年 

１２月２２日 
20,415,000 246,700 61,600 128,000

異 議 申 立 て 

 

平成２１年 

１月１３日 
0 △569,835 △142,458 0

異 議 決 定 

 

平成２１年 

３月５日 
棄却 

審 査 請 求 

 

平成２１年 

４月３日 
0 △569,835 △142,458 0

裁 決 

 

平成２２年 

３月２４日 
棄却 

（注）「納付すべき消費税額」欄及び「納付すべき地方消費税額」欄の△印は、還付金の額に相当する

税額を示す。 


